
＊年末調整の資料回収お願いします＊ 

こんにちは。早いもので、2022年もあと2カ月をきりました。 

だんだん寒くなってきましたね。コンビニでも肉まんやおでんが登場し、温かい食べ物や飲み物が恋しい季

節です。我が家では3日連続お鍋料理が続くときもあります(*̂ *̂)笑 

インフルエンザが流行る季節でもあります。風邪などひかぬよう充分お気をつけてお過ごしくださいませ。 

 

10月より年末調整の資料をお持ちさせていただいております。資料へ記載ができ、揃いましたら担当者へお

渡しください。早期回収にご協力をお願い致します。 

 

アークグロー・パートナーズ税理士法人の取り組み ＊第4弾＊ 

当税理士法人では月次顧問サービスの一環として様々なサービス提供を行っております。 

今月ご紹介するのは『インボイス制度申請・通知のご案内』に関してです。 

何度もご案内させていただいておりますが、インボイスの概要について今月号＋12月号で掲載させ

ていただきます。 

 

【インボイス制度はいつから導入される？】 

インボイス制度（適格請求書等保存方式）は令和５年１０月 1日から導入されます。 

インボイスを発行するためには登録が必要です。「適格請求書発行事業者」として登録をしなければ

インボイスを発行することはできません。令和５年１０月１日から「適格請求書発行事業者」になろうと

するときは、原則として令和５年３月３１日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。 

また、令和５年１０月１日以降の取引については、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受

けたインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。 
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ただし、免税事業者はインボイスを発行することができません。インボイス制度が導入される前であれ

ば、免税事業者との取引でも仕入税額控除の対象とすることができたのですが、インボイス制度の導

入により免税事業者からはインボイスが貰えないこととなります。インボイスがないと仕入税額控除が

できないため、仕入側では納付する消費税額が増えることになります。 

結果、免税事業者との取引が減少して免税事業者は商売ができなくなるかもしれません。 

ここで注意したいのは、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録申請ができないということで

す。基準期間における課税売上高が１，０００万円以下の免税事業者が「適格請求書発行事業者」に

なるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となったうえで登録申請をする必要

があります。 

ただし、免税事業者が令和５年１０月１日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「課税事業

者選択届出書」の提出は不要とされています。 

 

当税理士法人では、『適格請求書発行事業者登録申請の 

確認書』で登録申請“する”といただいたお客様は、順次 

「適格請求書発行事業者」の登録申請書を 

9月より申請しております。 

申請、登録が完了し国税庁より、 

『適格請求書発行事業者の登録通知書』が発行されると 

e-taxにて届きます。届きましたら当税理士法人の 

担当者からお客様へご案内をさせていただいております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

※申請～通知までに約 3週間の期間を要します。 

次回 12月号はインボイスの種類と記載事項、 

税率ごとに区分した消費税等の端数処理について掲載します。 

 

◇申告書の提出期限 

提出月 11月 12月 1月 

確定申告 9月決算 10月決算 11月決算 

予定申告（年1回） 

消費税（年3回） 

3月決算 

12月、3月、6月決算 

4月決算 

1月、4月、7月 

5月決算 

2月、5月、8月 
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